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京都市地域リハビリテーション推進会議開催要綱 
 
（目的） 
第１条 京都市内における地域リハビリテーションの推進について、障害のある人が自立して住み慣れ

た地域でより質の高い生活が送れるように、本市と医療、福祉、介護、教育等の各分野の関係機関及び

団体（以下「関係機関等」という。）が連携して地域におけるリハビリテーションを推進するため、専

門的な見地から幅広く意見を求めることを目的として、京都市地域リハビリテーション推進会議（以下

「推進会議」という。）を開催する。 
 
（会議の役割） 
第２条 推進会議は、次に掲げる事項について意見交換を行う。 

(1) 地域リハビリテーション推進事業の実施に関すること。 
(2) 地域リハビリテーションに関わる関係機関等の連携のあり方に関すること。 
(3) 生活期（維持期）におけるリハビリテーションの効果的な推進に関すること。 
(4) その他地域リハビリテーションの推進に関すること。 

 
（委員） 
第３条 推進会議の委員は、別表に掲げる障害者福祉やリハビリテーションに関する団体及び関係機関

（以下「構成団体」という。）から推薦された者、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、

市長が依頼し、又は任命する。 
 
（委員の任期） 
第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 
 
（議長等の指名） 
第５条 市長は、委員のうちから推進会議の議長及び副議長を指名する。 
２ 議長は推進会議の進行をつかさどる。 
３ 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。 
 
（推進会議の開催等） 
第６条 推進会議は、市長が召集する。 
２ 市長は、必要に応じて課題別・分野別等のワーキンググループを開催することができ、ワーキング

グループに関する事項は別に定める。 
３ 市長は、必要があると認めるときは、第３条に定める委員以外の関係者に出席を求め、説明及び意

見を聴くことができる。 
 
（事務局） 
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第７条 推進会議の事務を処理するために、京都市地域リハビリテーション推進センター企画課に事務

局を置く。 
 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、地域リハビリテーション推進センター所

長が別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、決定の日から施行する。 
（関係規約の廃止） 
２ 京都市地域リハビリテーション協議会規約（以下「旧規約」という。）は、廃止する。 
（経過措置） 
３ この要綱の施行の際、現に旧規約に基づく京都市地域リハビリテーション協議会（以下「協議会」

という。）の委員である者は、この要綱の施行の日に推進会議の委員として依頼され、又は任命された

ものとみなす。また、協議会の会長及び副会長にある者は、この要綱の施行の日に推進会議の議長及

び副議長として指名されたものとみなす。この場合において、その依頼され、又は任命されたもの並

びに指名されたものとみなされる者の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成２７年３月３１日ま

でとする。 
附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成２７年１１月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成２７年１２月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 
  附則 
 この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 
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別表 
京都市地域リハビリテーション推進会議構成団体等 

 
団体名及び関係機関名等 

学識経験者 
一般社団法人京都府医師会 
社会福祉法人京都市社会福祉協議会 
京都市身体障害者福祉施設長協議会 
一般社団法人京都府理学療法士会 
一般社団法人京都府作業療法士会 
一般社団法人京都府言語聴覚士会 
公益社団法人京都府看護協会 
京都医療ソーシャルワーカー協会 
京都市障害者地域生活支援センター連絡協議会 
京都市居宅介護等事業連絡協議会 
京都市生活介護等事業所連絡協議会 
公益社団法人京都府介護支援専門員会 
京都府健康福祉部リハビリテーション支援センター 
京都市域京都府地域リハビリテーション支援センター 
京都市地域リハビリテーション推進センター 
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京都市地域リハビリテーション推進会議開催要綱 
 
（目的） 
第１条 京都市内における地域リハビリテーションの推進について、地域共生社会の実現を見据え、障

害のある人が自立して住み慣れた地域でより質の高い生活が送れるように、本市と医療、福祉、介護、

教育等の各分野の関係機関及び団体（以下「関係機関等」という。）が連携して地域におけるリハビリ

テーションを推進するため、専門的な見地から幅広く意見を求めることを目的として、京都市地域リハ

ビリテーション推進会議（以下「推進会議」という。）を開催する。 
 
（会議の役割） 
第２条 推進会議は、次に掲げる事項について意見交換を行う。 

(1) 地域リハビリテーション推進事業の実施に関すること。 
(2) 地域リハビリテーションに関わる関係機関等の連携のあり方に関すること。 
(3) 生活期（維持期）におけるリハビリテーションの効果的な推進に関すること。 
(4) その他地域リハビリテーションの推進に関すること。 

 
（委員） 
第３条 推進会議の委員は、別表に掲げる障害者福祉やリハビリテーションに関する団体及び関係機関

（以下「構成団体」という。）から推薦された者、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、

市長が依頼し、又は任命する。 
 
（委員の任期） 
第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 
 
（議長等の指名） 
第５条 市長は、委員のうちから推進会議の議長及び副議長を指名する。 
２ 議長は推進会議の進行をつかさどる。 
３ 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。 
 
（推進会議の開催等） 
第６条 推進会議は、市長が招集する。 
２ 市長は、必要に応じて課題別・分野別等のワーキンググループを開催することができ、ワーキング

グループに関する事項は別に定める。 
３ 市長は、必要があると認めるときは、第３条に定める委員以外の関係者に出席を求め、説明及び意

見を聴くことができる。 
 
（事務局） 

案 
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第７条 推進会議の事務を処理するために、京都市地域リハビリテーション推進センター企画課に事務

局を置く。 
 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、京都市地域リハビリテーション推進セン

ター所長が別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、決定の日から施行する。 
（関係規約の廃止） 
２ 京都市地域リハビリテーション協議会規約（以下「旧規約」という。）は、廃止する。 
（経過措置） 
３ この要綱の施行の際、現に旧規約に基づく京都市地域リハビリテーション協議会（以下「協議会」

という。）の委員である者は、この要綱の施行の日に推進会議の委員として依頼され、又は任命された

ものとみなす。また、協議会の会長及び副会長にある者は、この要綱の施行の日に推進会議の議長及

び副議長として指名されたものとみなす。この場合において、その依頼され、又は任命されたもの並

びに指名されたものとみなされる者の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成２７年３月３１日ま

でとする。 
附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成２７年１１月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、平成２７年１２月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 
  附則 
 この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 
  附則 
 この要綱は、令和○年○月○日から施行する。 
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別表 
京都市地域リハビリテーション推進会議構成団体等 

 
団体名及び関係機関名等 

学識経験者 
一般社団法人京都府医師会 
社会福祉法人京都市社会福祉協議会 
京都市身体障害者福祉施設長協議会 
一般社団法人京都府理学療法士会 
一般社団法人京都府作業療法士会 
一般社団法人京都府言語聴覚士会 
公益社団法人京都府看護協会 
一般社団法人京都医療ソーシャルワーカー協会 
京都市障害者地域生活支援センター連絡協議会 
京都市居宅介護等事業連絡協議会 
京都市生活介護等事業所連絡協議会 
公益社団法人京都府介護支援専門員会 
京都府健康福祉部リハビリテーション支援センター 
京都市域京都府地域リハビリテーション支援センター 
京都市地域リハビリテーション推進センター 
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推
進

会
議

（
以

下
「

推
進
会

議
」

と
い

う
。
）
を
開

催
す
る

。
 

 第
２

条
か

ら
第

５
条

 
 

 
 

省
略

 
 

第
６

条
 

推
進

会
議

は
、

市
長

が
招
集

す
る

。
 

２
 

市
長

は
、

必
要

に
応
じ
て

課
題
別

・
分

野
別

等
の
ワ
ー

キ
ン
グ

グ
ル

ー
プ
を

開
催

す
る

こ
と

が
で

き
、
ワ

ー
キ

ン
グ
グ

ル
ー

プ
に

関
す

る
事

項
は
別

に
定

め
る

。 
３

 
市
長

は
、

必
要

が
あ
る
と

認
め
る

と
き

は
、

第
３
条
に

定
め
る

委
員

以
外
の

関
係

者
に

出
席

を
求

め
、

説
明

及
び
意

見
を

聴
く

こ
と

が
で

き
る
。

 
 第

７
条
 

 
 

 
省

略
 

 第
８

条
 

こ
の

要
綱

に
定
め
る

も
の
の

ほ
か

に
必

要
な
事
項

に
つ
い

て
は

、
京
都

市
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

推
進
セ

ン
タ

ー
所

長
が

定
め

る
。

 
 

附
 

則
 

（
施

行
期

日
）

 
 

省
略

 
（

経
過
措

置
）

 
 

省
略

 
附

 
則

 
 

省
略

 
  

こ
の
要

綱
は

、
令

和
７

年
７

月
１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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附
 

則
 

 
こ

の
要

綱
は

、
令

和
○

年
○

月
○
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 

 
 

別
表

 
京

都
市
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
推

進
会

議
構

成
団

体
等

 

  

団
体

名
及

び
関

係
機

関
名

等
 

学
識

経
験

者
 

一
般

社
団

法
人

京
都

府
医

師
会

 
社

会
福
祉

法
人

京
都

市
社

会
福

祉
協
議

会
 

京
都

市
身

体
障

害
者

福
祉

施
設

長
協
議

会
 

一
般

社
団

法
人

京
都

府
理

学
療

法
士
会

 
一

般
社
団

法
人

京
都

府
作

業
療

法
士
会

 
一

般
社
団

法
人

京
都

府
言

語
聴

覚
士
会

 
公

益
社
団

法
人

京
都

府
看

護
協

会
 

京
都

医
療

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
協
会

 
京

都
市
障

害
者

地
域

生
活

支
援

セ
ン
タ

ー
連

絡
協

議
会

 
京

都
市
居

宅
介

護
等

事
業

連
絡

協
議
会

 
京

都
市
生

活
介

護
等

事
業

所
連

絡
協
議

会
 

公
益

社
団

法
人

京
都

府
介

護
支

援
専
門

員
会

 
京

都
府
健

康
福

祉
部

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン

支
援

セ
ン

タ
ー

 
京

都
市
域

京
都

府
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ

ン
支

援
セ

ン
タ

ー
 

京
都

市
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
推

進
セ

ン
タ

ー
 

別
表

 
京

都
市
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
推

進
会

議
構

成
団

体
等

 

  

団
体

名
及

び
関

係
機

関
名

等
 

学
識

経
験

者
 

一
般

社
団

法
人

京
都

府
医

師
会

 
社

会
福
祉

法
人

京
都

市
社

会
福

祉
協
議

会
 

京
都

市
身

体
障

害
者

福
祉

施
設

長
協
議

会
 

一
般

社
団

法
人

京
都

府
理

学
療

法
士
会

 
一

般
社
団

法
人

京
都

府
作

業
療

法
士
会

 
一

般
社
団

法
人

京
都

府
言

語
聴

覚
士
会

 
公

益
社
団

法
人

京
都

府
看

護
協

会
 

一
般

社
団

法
人

京
都

医
療

ソ
ー

シ
ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

協
会

 
京

都
市
障

害
者

地
域

生
活

支
援

セ
ン
タ

ー
連

絡
協

議
会

 
京

都
市
居

宅
介

護
等

事
業

連
絡

協
議
会

 
京

都
市
生

活
介

護
等

事
業

所
連

絡
協
議

会
 

公
益

社
団

法
人

京
都

府
介

護
支

援
専
門

員
会

 
京

都
府
健

康
福

祉
部

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン

支
援

セ
ン

タ
ー

 
京

都
市
域

京
都

府
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ

ン
支

援
セ

ン
タ

ー
 

京
都

市
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
推

進
セ

ン
タ

ー
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１ 地域リハビリテーション推進事業 

 

(1) 研修・指導事業  

ア 地域リハビリテーション推進研修  

市内の障害福祉サービス事業所等に勤務する職員を対象に、リハビリテーションをはじめ福

祉・介護サービスに関する知識及び技術の向上を図ることを目的とした研修を実施している。 

   講座については、令和３年度から、会場での開催とオンライン（Zoom）での開催を併用して

実施している。実習については、令和３年度から、会場での実習に加え、事業所等を訪問して

実施する「出講型」の形式を新たに設けている。 

   講座の一部については、健康長寿のまち・京都推進室やこころの健康増進センター、京都市

発達障害者支援センターかがやき等と連携し、共催により開催している。 

    

  ＜地域リハビリテーション推進研修実施状況＞  

※ 令和７年度は、１０月以降に１３講座を実施、実習は５講座と事業所からの依頼による「出講型」

の実習を随時実施する予定。 

 

イ 総合支援学校等教職員研修事業 

市内の総合支援学校や、肢体育成学級、通級指導教室等に従事する教職員のリハビリテーシ

ョンに関する知識及び技術の向上を図るため、各校からの依頼に応じてリハビリ専門職員を派

遣し、各校の希望に沿った研修等を実施している。 

 

  ＜総合支援学校等教職員研修事業実施状況＞ 

 
令和５年度 令和６年度 

令和７年度 
（９月末現在） 

事例研修 

１校１８回  

延べ６５人受講 

・西総合支援学校 

 

２校２２回  

延べ９０人受講 

・西総合支援学校 

・呉竹総合支援学校 

１校９回  

延べ４２人受講 

・西総合支援学校 

 

※ 令和７年度は１０月以降に事例研修として、西総合支援学校で８回研修予定。 

 

 

ウ 障害福祉サービス事業所等訪問支援事業 

   市内の障害福祉サービス事業所等からの依頼に基づき、利用者個々の身体状況の把握や介助

の方法等について、当センターの専門職員（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等）が訪問

のうえ助言を行っている。 

 
令和５年度 令和６年度 

令和７年度 
（９月末現在） 

講座 
講座数（講座） ２２ ２５ １１ 

受講者数（人） １，５２７ １，５８６ ８４１ 

実習 
講座数（実習） ８ １１ ５ 

受講者数（人） ６５ ６０ １８ 

地域リハビリテーション推進事業及び相談事業の実施状況

等について（令和７年度会議資料） 
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令和５年度は前年度より依頼の減少が見られたが、令和６年度は増加しており、令和７年

度も昨年度並みの依頼を受けている。 

 

＜訪問実績＞                     

     令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（９月末現在） 

生活介護 

訪問箇所数（箇所） １６ １５ １３ 

延訪問回数（回） ３２ ３４ １６ 

延指導職員数（人） ６０ ７３ ３６ 

就労移行・ 

就労継続支援 

訪問箇所数（箇所） ５ ４ ３ 

延訪問回数（回） ７ ４ ３ 

延指導職員数（人） ８ ９ ７ 

居宅介護 

訪問箇所数（箇所） １０ １２ ２ 

延訪問回数（回） １ ２ ０ 

延指導職員数（人） ２１ １８ ２ 

その他 

（相談支援事業所等） 

訪問箇所数（箇所） ３１ ３９ １８ 

延訪問回数（回） ４４ ５２ １９ 

延指導職員数（人） ２６９ ３６５ １９５ 

計 

訪問箇所数（箇所） ６２ ７０ ３６ 

延訪問回数（回） ８４ ９２ ３８ 

延指導職員数（人） ３５８ ４６５ ２４０ 

     

エ 電動車椅子講習会 

京都府警察中京警察署交通課及び電動車いす安全普及協会の協力を得て、電動車椅子を利用

している方、これから利用を考えている方やその介助者、さらにはケアマネジャーなど利用に

関する相談を受ける立場にある方等を対象に、電動車椅子を安全に利用していただけるよう、

適切な操作方法等について、実技を中心とした講習会を実施している。 
 

＜電動車椅子講習会実施状況＞ 

 

 

 

 

 

※ 令和７年度は、１２月に２回目を実施予定。 

 

オ 関係機関等への講師派遣研修 

（ア） 地域ガエルのお出かけ講座（地域リハ関係） 

     リハビリテーションに関する知識及び技術の向上を図るため、１５の講座テーマを設定

し、関係機関等からの依頼に基づき、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職員

による講師派遣を行っている。 

 

（イ） その他の講師派遣 

     地域ガエルのお出かけ講座に当てはまらないテーマや開催形態の研修・講座等について

も、当センターで対応可能なものについては、講師の派遣を行っている。 
      

 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（９月末現在） 

実施回数（回） ２ ２ １ 

参加者数（人） ２６ ２３ １１ 
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＜講師派遣研修の状況＞  

※ 令和７年度は１０月以降、地域ガエルのお出かけ講座１件、その他の講師派遣１件を実施予定 

 

＜その他の講師派遣の内訳（令和７年度分（９月末現在））＞    

 
依頼者 派遣目的 派遣職員 参加者 参加人数 

その他の 

講師派遣 

鳴滝総合支援学校

（３回） 

生活援助従事者の養成

のため 

ＰＴ１名 

ＯＴ２名 

高校生 

（３年生５名） 
１５ 

子ども若者はぐく

み局子ども若者未

来部子ども家庭支

援課 

子どもはぐくみ室子育

て担当職員が、乳幼児

の発達について理解を

深め、適切な個別指導

を行うためのスキルを

習得ため 

ＰＴ２名

ＯＴ２名 

ＳＴ１名 

保健師 ２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（９月末現在） 

地域ガエル

のお出かけ

講座（地域

リハ関係） 

箇所数（箇所） ９ ８ ０ 

派遣回数（回） ９ ９ ０ 

受講者数（人） １２０ ８６ ０ 

その他の 

講師派遣 

箇所数（箇所） ３ ４ ３ 

派遣回数（回） ７ ６ ４ 

受講者数（人） １１９ １２８ ４０ 

計 

箇所数（箇所） １２ １２ ３ 

派遣回数（回） １６ １５ ４ 

受講者数（人） ２３９ ２１４ ４０ 
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(2) 啓発事業  

ア センター機関紙「リハ❀エール」の発行 （別冊 資料１、資料２） 

     センター事業に関する情報等を発信するために発行し、関係機関に配布している（平成２ 

７年１１月に創刊し、３箇月に１回程度の頻度で発行。）。    

今後も内容の充実とともに、より手に取って読んでいただける紙面づくりに努める。 

    

     ＜令和７年度の発行状況＞  

発行月 内   容 

令和７年７月 

（第３７号） 

・ 令和７年度地域リハビリテーション推進研修の案内 

・ 障害者支援施設利用者の１日、訓練プログラム紹介 

・ 高次脳機能障害当事者・家族交流会、作業体験プログラムの紹介 

令和７年９月 

（第３８号） 

・ 高次脳機能障害入門講座（後期）の案内 

・ 障害者支援施設の取組（就労への取組）の紹介 

・ 「電動車椅子の講習会」の案内 

・ 地域リハビリテーション推進研修（10 月以降開催講座の申込受付）の紹介 

※ 令和７年度は１０月以降、１２月、３月に発行予定。 

 

  イ インターネットを使った情報発信 

フェイスブックを活用して、障害福祉サービス事業所等訪問支援事業や地域リハビリテー

ション推進研修等の情報発信を行っている。 
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２ 相談事業 

(1) からだの動きに障害のある方の体力測定会＆からだの相談会  

身体に障害をお持ちの方の体力の確認、身体機能の維持・向上及び社会参加の促進を目的と

して、体力測定会と、専門職員（医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、管理栄養士、ケースワーカー）による「からだの相談会」を実施している。 
令和５年度以降は、集団で実施するのではなく、１時間ごとに２名の少人数で実施している。 

 

    ＜体力測定会＆からだの相談会実施状況・参加者数＞      

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

実施回数（回） ２ ２ ２ 

参加人数（人） １４ １５ １４ 

  ※ 測定項目：血圧、握力、下肢筋力、棒反応、長座位体前屈、バランス機能、歩行速度等 

  

(2) 失語症のある方の相談支援事業 

失語症のある方の社会参加を促進するため、失語症のある方やその家族、支援者に対して、

言語聴覚士が中心となって個別相談やグループワークによる会話の練習等を行い、障害の理解

を深めていただくとともに、コミュニケーション手段の助言や利用できる社会資源の紹介、利

用のための橋渡しを行っている。 

 

 ＜失語症のある方の相談支援事業実施状況＞      

 

 

 

 

 

 

(3) おはなし広場 

   言語に障害のある方が、言語訓練後も自信を持って社会参加できるよう、言語聴覚士が中心

となって語らいの場を提供している。 

   平成２９年度からは失語症のある方の相談支援事業の中にあるグループワークの一つとして

位置付け、当事者間の語らいや交流の場として開催するとともに、新規の利用者拡大を図って

いる。 

新しい参加者が少しずつ増えており、令和７年度は参加者が１０名を超えるときはグループ

を二つに分けて実施するなど、地域で生活されている失語症の方のコミュニケーションの場と

しての役割も果たしている。 

   

     ＜おはなし広場実施状況＞     

 

 

 

 

 

 

 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（９月末現在） 

相談者数（人） １６ ２０ ９ 

うち継続相談者数（人） ３ ４ ０ 

延べ相談回数（回） １６ ２３ １１ 

 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（９月末現在） 

実施回数（回） ３０ ３０ １５ 

参加者数（人） ２３０ ２６０ １５７ 
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(4) その他の専門相談（からだの動きに障害のある方の相談等） 

     からだの動きに障害のある方等からの様々な相談や社会活動、社会参加に関する相談、福祉

用具全般に係る利用相談等、障害のある方の障害特性や各々の活動目的に対応した専門相談を

実施している。 
 

  ＜相談実績＞              

 
令和５年度 令和６年度 

令和７年度 
（９月末現在） 

からだの動きに係る相談 １７ ５３ ２３ 

福祉用具に係る相談 ２ ３ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16-



３ ＣＯＣＯ・てらすにおける地域支援機能の強化 

 

３施設一体化整備を契機に、３施設の専門性を活かして複合的課題等への対応力を強化するとと

もに、情報発信力の強化にも取り組み、施設の利用促進を図っていく。 

 

(1) 新規研修・支援プログラムの実施 

   地域及び全庁的な支援力の向上のため、既存の研修や出張講座に加え、３施設一体化を契

機に、課題が複合する困難事例や重層的支援が必要な方への対応力強化の取り組みとして、

課題を抱える方の身近な支援者、福祉事業所等の支援機関、各区役所・支所の職員を対象に

新規研修・支援プログラムを実施する。 

 

令和７年度３施設一体化研修「こころとつながりをひらく処方箋 

～社会的・文化的処方から考える地域共創とウェルビーイング～」 

 題名・講師 研修対象者 参加人数 

第１回 

題名：なぜ今、「社会的処方・文化的処方」

が必要なのか 

講師：京都市こころの健康増進センター 

所長 市川佳世子 

相談業務に従事する

市職員、学校関係

者、地域支援従事者 

６９名 

第２回 

題名：社会的処方～健康の社会的要因、孤立

孤独対策や生活保護の健康管理支援など～ 

講師：京都大学大学院医学研究科 

社会疫学分野  

教授 近藤尚己氏 

相談業務に従事する

市職員、学校関係

者、地域支援従事者 

※令和７年 

１２月実施予

定 

第３回 

題名：実例から学ぶ文化的処方 

講師：東京藝術大学社会連携センター 

   教授 伊藤達矢氏 

相談業務に従事する

市職員、学校関係

者、地域支援従事者 

※令和８年 

１月実施予定 

 

(2) 情報発信力の強化 

   情報発信力の強化の取組として、ＣＯＣＯ・てらすの利用方法や制度・手続きなどの一般

的な問合せに２４時間３６５日対応するＡＩチャットボットを導入するほか、ＣＯＣＯ・て

らすの建物及び各施設を案内するパンフレットの作成を行うことで、関係機関や市民の利用

促進を図る。   

 

 ア ＣＯＣＯ・てらすＡＩチャットボット 

 BOT 起動数※１ 質問数 有効回答数※２ 

令和６年度※３ １，０６３ １，７７８ １，４８４ 

令和７年度※４ １，１６０ １，３７４ １，１４３ 

 ※１ ＢＯＴ起動数：チャットボットが起動した数であり、アクセス数と同義 

 ※２ 有効回答数：出典付きの回答が提示された回数 

 ※３ 令和６年１０月３０日～令和７年３月３１日 

 ※４ 令和７年４月１日～令和７年９月３０日 
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イ パンフレット 

  令和６年度に３，０００部作成し、関係機関へ送付するとともに、研修や施設見学の際に

配布。令和７年度中に増刷する予定。 
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ｊ 

 
 
 
１ 高次脳機能障害者支援センター 
 

 当事者やその家族、関係機関等から高次脳機能障害に関する相談をお受けし、支援コーディネー

ター等専門スタッフが地域生活支援等の個別支援のほか、障害福祉サービス事業所や医療機関等へ

の支援を行っている。（令和７年度は医師１、保健師２、看護師１、作業療法士１の体制） 

 

(1) 個別支援及び事業所支援 

ア 相談状況（新規相談件数） 

支援センターへの新規の相談件数については、近年はやや減少傾向にある。相談内容として

は、疾病・症状についての相談、当センター施設利用も含めた何らかのリハビリや訓練に関す

る相談、就労・復職に関する相談が多い。 
  

＜相談者別状況＞                   ＜方法別状況＞ 

相談者 
令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和７年度 

(９月末現在) 

 
相談方法 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和７年度 

(９月末現在) 

本人 

家族 

支援者等 

２６ 

５７ 

８１ 

３１ 

５５ 

５２ 

１３ 

２６ 

３８ 

電話 

来所 

１５７ 

７ 

１３２ 

６ 

７６ 

１ 

合計 １６４ １３８ ７７ 

合計 １６４ １３８ ７７ 

    

＜相談内容別状況＞ 

相談内容 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

(９月末現在) 

疾病・症状 

対応方法 

診察希望 

退院後の生活 

リハビリ希望 

当センター支援施設利用 

日中活動（在宅福祉サービス等） 

就労・復職 

復学 

運転関係 

各種制度（手帳、年金など） 

その他 

１７ 

１７ 

９ 

４ 

１８ 

４４ 

１３ 

１８ 

１ 

１ 

５ 

４０ 

３１ 

１３ 

３ 

２ 

２１ 

３９ 

６ 

２０ 

１ 

２ 

２ 

１３ 

１９ 

６ 

１ 

１ 

５ 

１８ 

０ 

１１ 

１ 

１ 

２ 

２１ 

 うち、本障害に関すること 

   本障害に起因しない相談 

３６ 

４ 

１２ 

１ 

１８ 

３ 

合計 １８７ １５３ ８６ 

 
 
 
 

 高次脳機能障害者支援の実施状況等について 

（令和７年度会議資料） 
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イ 支援状況 

   これらの相談に対して行った支援の具体的な内容は以下のとおりである。 

   復職、新規就労や福祉サービスの利用等については、それぞれの方の障害特性を踏まえた支

援調整が必要となるため、担当の支援コーディネーターを決めたうえで継続的な支援を行って

いる。   
 

    ＜支援内容の内訳及び件数＞（支援した内容をすべてカウント） 

支援内容 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

(９月末現在) 

対処方法や制度等の助言 １，９９６ １， ４３３ ８３４ 

当センター障害者支援施設 ３９ 

 

２４ １２ 

専門医による診察 １２６ １４１ ５２ 

 確定診断 

支援方針の策定等 

診断書作成 

６ 

９２ 

２８ 

１０ 

１０４ 

２７ 

５ 

３５ 

１２ 

心理検査 ８ ９ ５ 

作業体験プログラム ９４ １０５ ２６ 

カンファレンス参加 ３３ ２０ ７ 

当事者・家族交流会 １７５ ２００ ９０ 

その他 １１５ ６４ ２１ 

合計 ２，５８６ １，９９６ １，０４７ 

 

   ＜継続支援の状況＞ 

   （令和６年度）                 （令和７年度（９月末現在））       

内訳 件数 

 

内訳 件数 

継続支援を要する相談 ８２ 継続支援を要する相談 ７４ 

 支援終了件数 ３０  支援終了件数 ２５ 

支

援

結

果 

地域生活移行や日中活動支援 

就労（復職、新規） 

就労支援事業所利用 

復学や学校生活 

確定診断 

その他（支援事項の消滅等） 

２ 

１４ 

６ 

１ 

１ 

６ 

支

援

結

果 

地域生活移行や日中活動支援 

就労（復職、新規） 

就労支援事業所利用 

復学や学校生活 

確定診断 

その他（支援事項の消滅等） 

１０ 

１１ 

２ 

０ 

０ 

２ 

令和６年度に引き継ぐ件数 ５２ 継続中の件数 ４９ 

支

援

ニ

｜

ズ 

地域生活移行や地域生活 

就労 

復学や学校生活 

確定診断 

その他 

６ 

４０ 

４ 

２ 

０ 

支

援

ニ

｜

ズ 

地域生活移行や地域生活 

就労 

復学や学校生活 

確定診断 

その他 

６ 

３７ 

４ 

２ 

０ 
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ウ 作業体験プログラム 

高次脳機能障害による仕事への影響や現在の作業能力を評価するとともに、工夫の提案等を

行う小集団のプログラムを実施している（週１回、１回２時間、１人当たりの参加回数は８回

程度）。模擬的な職場環境を設定し、様々な作業体験や他者とのやり取りの経験を通して、参加

者自身が今後の働き方を検討する機会となっている。プログラムで得た個別の評価結果や代償

手段の提案などを今後の就労検討に活用してもらうことを目的に、参加者に作業体験報告書を

作成し、交付している。プログラム終了後は、復職や新たな就職、福祉就労等に向けて、担当

の支援コーディネーターが、職場やハローワーク、障害者職業センター、就労支援事業所等の

相談や見学に同行し、障害特性を踏まえた仕事選びや工夫、対応について助言するなどの個別

支援を行っている。   

令和５年５月中旬までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策（１回当たりの定員縮

減、開催回数を週２回に拡大、検温、手指の消毒、換気、ソーシャルディスタンスに配慮した

座席配置等）を徹底した上で実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 当事者・家族交流会 

 同じような経験者だからこそ「安心して話せる」「分かってもらえる」場を設け、孤独感や不

安感の軽減と、今後の生活に役立つ情報交換や相互支援を図ることを目的に、月に１回開催し

ている。それぞれに高次脳機能障害と診断された時期は違い、症状もさまざまであるが、自分

と同じような症状で苦労されていたり、あるいはまったく別の症状で苦労されていたり、様々

な発見があることから、参加者のニーズは毎年安定して高いと言える。 
また、交流会参加者のニーズを踏まえ、生活を広げていくうえで利用できる制度や資源を知

ることを目的とした行事の企画（事業所訪問等）を行っている。  
令和７年度は、京都府主催の「高次脳機能障害当事者・家族会交流会」にファシリテーター

として参加した。 
 
 ＜当事者・家族交流会実施状況＞    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

(９月末現在) 

実施回数 ５０ ４８ ２５ 

参加実人数 １６ １６ ９ 

参加延人数 ９４ １０５ ３６ 

 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

(９月末現在) 

実施回数 １１ １２ ６ 

延べ参加者数 １７５ ２００ １１０ 
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オ 高次脳機能障害支援ネットワーク会議 

平成２７年度までは京都府が府下全域を対象に開催。平成２８年度は京都市域での実施がな

かったが、平成２９年度からは京都府と本市の共催により開催している。 

高次脳機能障害に対する理解を深めるとともに、医療、福祉、介護、就労、教育、相談支援

等の高次脳機能障害者支援に関わる機関で、取組状況を情報共有するとともに、地域の置かれ

ている課題について意見交換を行うなど、関係機関相互の切れ目のない支援ネットワークの構

築を図っている。 

 

＜高次脳機能障害支援ネットワーク会議実施状況＞ 

年度 実施日 内容 参加者数 

令和 

５年度 
12 月 6 日 

「京都市域における高次脳機能障害のある方への就労支援」 

報告「就労支援の取組」 

ハローワーク京都七条 京都障害者職業相談室 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部 京都障害者 

職業センター 

京都障害者就業・生活支援センター 

しょうがい者就業・生活支援センターはあとふるアイリス 

京都ジョブパークはあとふるコーナー 

京都府リハビリテーション支援センター（かもがわグループ） 

京都市高次脳機能障害者支援センター（作業体験プログラム） 

講演「脳外科医と精神科医が考える就労支援のタイミング」 

京都大学医学部附属病院脳神経外科特定講師 舟木健史氏 

京都光華女子大学健康科学部教授 上田敬太氏 

事例検討「（支援者向け）上手な就労支援機関の使い方」 

京都大学医学部附属病院脳神経外科特定講師 舟木健史氏 

京都光華女子大学健康科学部教授 上田敬太氏 

※各就労支援機関職員 

６６ 

令和 

６年度 
1 月 9 日 

「高次脳機能障害のある方への復職支援」 

基調講演 

「循環器病対策推進計画における脳卒中患者に対する両立支援の展開」 

京都大学医学部附属病院 脳卒中療養支援センター・もやもや病支援 

センター センター長 宮本享氏 

シンポジウム「高次脳機能障害のある方への復職支援の実際」 

＜座長＞京都光華女子大学看護福祉リハビリテーション学部 教授 

  上田敬太氏 

＜シンポジスト＞ 

京都大学医学部附属病院脳卒中療養支援センター・もやもや病支援 

センター センター長 宮本享氏 

独立行政法人労働者健康安全機構京都産業保健総合支援センター 

  産業保健専門職（保健師） 松田雅子氏 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部京都障害者 

職業センター 主任障害者職業カウンセラー 溝口昌代氏 

４６ 
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令和 

7 年度 
9 月 1 日 

『障害をかかえても、様々な形の Well-Being を実現する』ミニレク

チャー『障害があっても Well-Being に暮らすことは可能か？』 

（３０分） 

京都光華女子大学 看護福祉リハビリテーション学部 

教授 上田 敬太氏  

事例紹介『介護保険第 2 号被保険者への社会復帰支援 

     ～ご本人のやりたいことをかなえるために～』（６０分） 

＜司会＞ 

京都市高次脳機能障害者支援センター  

支援コーディネーター 原 早恵子 氏 

＜発表者＞ 

博英社 居宅介護支援事業所  

ケアマネージャー 吉田 和世 氏 

一般社団法人 暮らしランプ 生活介護事業所 atelier uuu 

施設長 佃 知沙 氏 

 京都市地域リハビリテーション推進センター障害者支援施設 

作業療法士 宗本 香織 

５５ 

 

(2) 各種研修 

ア 入門講座 

高次脳機能障害のある方やその御家族、支援者及び関心のある方を対象に、高次脳機能障害

の基礎知識を学ぶ機会として、平成２７年度から実施している。 

 参加者の内訳としては、概ね当事者や家族が２割、支援者やその他市民等が８割の比率とな

っている。 

 令和３年度以降は、会場での集合研修と YouTube を活用したオンライン研修とを合わせて開

催している。 

 

＜入門講座実施状況＞      

開催回 内 容 

参加者数 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

第１回 高次脳機能障害 概説 ２４４ １２２ ２５３ ９３ ２２３  

第２回 注意障害・記憶障害・遂行機能障害 ３２５ １４０ ３１７ １２８ ２８０  

第３回 社会的行動障害 ３３８ １４２ ３２０ １３８ ２７６  

第４回 失語症 ３４５ １４３ ３１３ １４６ ２７９  

第５回 就労 ３１７ １３４ ２９８ １５１ ２６４  

特別編 当事者・家族の声、関連事業所紹介 １４６ ―  ― １４１ ―  

  ※ 参加者数は、会場受講者数とオンライン受講申し込み者数を合算した数を計上 

 

イ 医療機関研修  

  医療機関との連携強化や障害理解促進を目的として、平成２８年度から医療機関（急性期病

院や回復期病院等）が主催する院内研修に講師派遣を行ってきた。令和３年度からはオンライ

ン会議システム（Zoom）を使用し、当センター主催の研修会として開催している。 
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   ＜医療機関研修実施状況＞ 

年度 実施日 内容 参加人数 

令和 

５年度 
3 月 11 日 

講演「病識について～様々な後遺症と患者さんの気づき～」 

（Zoom によるオンライン開催） 

 京都光華女子大学健康科学部教授  上田敬太氏 

８７ 

令和 

６年度 
12 月 4 日 

講演「心理学を応用して考えるリハビリテーション」 

（Zoom によるオンライン開催） 

 京都光華女子大学看護福祉リハビリテーション学部教授 

  上田敬太氏 

５２ 

令和 

７年度 
12月23日 

講演「交通事故で脳損傷等の被害を受けた方への経済的支援につ

いて」（Zoom によるオンライン開催） 

交通事故被害者家族ネットワーク業務執行理事 

上田育生氏 

― 

 

ウ よくわかる高次脳機能障害セミナー（介護保険施設・事業所職員対象研修） 

  介護保険施設や事業所への高次脳機能障害の周知を目的に、平成３０年度から、介護ケア推

進課の協力を得て、「京都市認定調査員現任研修会」の同日午前に、同じ会場で実施してきた。 

  令和２年度からは、オンライン会議システム（Zoom）を使って実施している。 

 

＜よくわかる高次脳機能障害セミナー実施状況＞ 

年度 実施日 内容 参加者数 

令和 

５年度 
３月４日 「認知症ちえのわ net から教わる認知症のあれこれ」 ９０ 

令和 

６年度 
３月１７日 

「高次脳機能障害・認知症・発達障害～自分のイメージだけで考

えていませんか～」 
７８ 

令和 

７年度 

 
～調整中～ 

 

 

 エ 支援者向け研修 

医療、福祉、介護、就労、教育、相談支援等の関係機関職員を対象に、高次脳機能障害への

理解を深め、専門知識及び支援技術の向上を図ることを目的に研修を実施している。 

年度 実施日 内容 参加者数 

令和 

５年度 
11 月 8 日 

（会場とオンライン「Zoom」のハイブリッド開催） 

講演「脳障害を理解するっ!!（高次脳機能障害・発達障害・認知

症）Season2」 

小石川東京病院精神科副院長 丹治和世氏 

京都光華女子大学健康科学部教授 上田敬太氏 

※ 地域リハビリテーション推進研修との共催 

１２４ 
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令和 

６年度 
10月24日 

（会場とオンライン「Zoom」のハイブリッド開催） 

講演「脳障害を理解するっ!!（高次脳機能障害・発達障害・認知

症）Season3」 

足利赤十字病院神経精神科部長 船山道隆氏 

京都光華女子大学健康科学部教授 上田敬太氏 

※ 地域リハビリテーション推進研修との共催 

９０ 

令和 

7 年度 

 

10月 22日 

（会場とオンライン「Zoom」のハイブリッド開催） 

高次脳機能障害のある方への自動車運転再開支援 

京都府作業療法士会 自動車運転支援委員会 

奥野隆司氏・吉村正仙氏・吉田武史氏 

宝ヶ池自動車教習所・高次脳機能障がい運転支援講習支援担当 

柴田真明氏 

※地域リハビリテーション推進研修との共催 

 

 

 

― 

 

オ 事業所等での研修・講師派遣 

  平成２９年度から、支援機関及び地域に専門職員を派遣し、リハビリテーションに関する知識 

や技術の向上、高次脳機能障害支援の拡大を目的とした「地域ガエルのお出かけ講座」を開催し

ている。 

  令和元年度からは、小児の高次脳機能障害について、教育委員会総合育成支援課と連携し、教 

職員への研修に参画している。 

令和６年度より、高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる、障害福祉サービス事 

業所等に従事する支援者を養成することを目的とした研修を都道府県が実施することとなり（令

和６年２月１９日付け厚生労働省通知）、京都府が開催する「京都府高次脳機能障害支援養成研修

（基礎及び実践）」に講師及びファシリテーターの派遣等の協力を行っている。 

 

＜地域ガエルのお出かけ講座（高次脳関係）実施状況＞  

 

 

 

 

 

 

＜小児高次脳機能障害研修実施状況＞ 

年度 開催機関 内容 派遣講師 参加者数 

令和 

５年度 

LD 等通級指導専門性

向上研修会（11/14） 

「ケースから考える！ 発達障

害・高次脳機能障害による読み

書き困難」 

千葉県千葉リハビリテーシ

ョンセンター 

中島友加氏、須田真紀氏、

川原佑亮氏 

４５ 

令和 

６年度 

LD 等通級指導専門性

向上研修会（11/27） 

「ケースから考える！ 高次脳

機能障害のある子の学校や日常

生活での困り感」 

※地域リハビリテーション推進 

研修との共催 

大阪市立総合医療センター 

小児言語科・小児脳神経内

科医長 温井めぐみ氏   ８９ 

 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（９月末現在） 

 
派遣回数 １３ ４ ４ 

受講者数 １５１ ５３ ５１ 
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令和 

７年度 

地域リハビリテーシ

ョン研修（10/31） 

「子どもの高次脳機能障害につ

いてー小児科の医師と語り合い

ましょう」 

※地域リハビリテーション推進 

研修との共催 

神奈川リハビリテーション

病院小児科部長 

吉橋学氏 

― 

 

＜京都府高次脳機能障害支援養成研修実施状況＞ 

年度 開催機関 内容 派遣講師 参加者数 

令和 

６年度 
京都府 

令和６年度京都府高次脳機能障

害支援養成研修（基礎及び実践） 

  基礎演習 9/3、9/4 

実践演習 11/28、11/29 

講師：コーディネーター、

訓練担当作業療法士 

ファシリテーター：コーデ

ィネーター、高次脳機能障 

害支援係長 

１１９ 

令和 

７年度 
京都府 

令和７年度京都府高次脳機能障

害支援養成研修（基礎及び実践） 

 基礎演習７/24、7/25 

実践演習 11/12、11/13 

講師：コーディネーター、

訓練担当作業療法士 

ファシリテーター：コーデ

ィネーター、高次脳機能障

害支援係長 

― 

 

(3) 普及啓発 

ア 市民向け啓発 

令和３年度より、入門講座を YouTube 上でオンデマンド配信することにより、高次脳機能障

害の知識を広く市民に届けられるようにしている。 

 

イ リーフレット 

高次脳機能障害者支援センター及び障害者支援施設のリーフレットを、毎年３月、９月に病

院や関係機関に送付するとともに、各種研修等でも配布している。 

   令和７年度は高次脳機能障害支援センターのリーフレットを４，０００部、障害者支援施設

のリーフレットを３，０００部増刷。 

 

ウ インターネットを使った情報発信 

高次脳機能障害者支援センター独自のホームページとフェイスブック、YouTube チャンネル等

を活用して、高次脳機能障害に関する知識の普及や研修等の情報発信を行っている。令和３年

度より、当センターの事業や研修等の紹介動画を YouTube チャンネル上に公開している。 
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（令和７年９月末現在） 

２ 高次脳機能障害に特化した障害者支援施設 

 

 (1) 施設概要 

    当センター内に設置されている障害者支援施設について、平成２７年４月から、支援対象者

を従来の肢体不自由のある方から高次脳機能障害のある方に転換し、平成２７年１０月からは

短期入所支援も開始している。 

  〔定員〕 

① 自立訓練  ４０名（生活訓練１５名、機能訓練２５名） 

     （うち入所支援２０名） 

② 短期入所  空床利用 

 

(2) 運営実績 

   新施設運営開始から一定年数が経過し、回復期リハビリテーションを実施している市内の主

な医療機関を中心に利用者を受け入れてきた結果、年々利用者が増加し、令和元年度には、月

平均利用者数が３３人となった。 

令和２年度以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、月平均利用者数が減少し、令

和４年度も感染者数の拡大の影響により月平均利用者数が２４人となったが、令和５年度は、

２５.５人、令和６年度は、２８．５人、令和７年度（９月末現在）は２９．５人と利用者は増

加傾向にある。 

令和６年１月４日にはＣＯＣＯてらすへの移転に伴い、新しい支援施設のパンフレットを作

成し、関係機関への配布を行った。また、動画での発信や見学会も実施してＰＲ活動の強化に

努め、利用者の確保を図っている。引き続き、業務内容等の効率化を図るなど効果的な取組の

検討を進めていく。 

 

ア 訓練別利用者の状況 

 

 

イ 利用開始・終了の状況  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 総数 

 入所 通所 

総数 ３１ ８ ２３ 

 生活訓練 １６ ２ １４ 
機能訓練 １５ ６ ９ 

開始・終了 サービス種別 令和５年度 令和６年度 
令和７年度

（９月末現在） 

 

新規利用開始 
自立訓練 

機能訓練 ４ １３ ７ 

生活訓練 １７ ５ ６ 

施設入所支援 ６ ７ ２ 

利用終了 
自立訓練 

機能訓練 ３ ８ ５ 

生活訓練 １２ １１ ５ 

施設入所支援 ４ １０ ２ 
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 ＜令和７年度の月別の状況＞       ※「月末現在数」の「計」は「月平均値」 

 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 計 

新規 

利用 

自立訓練 ３ ２ ３ ２ １ ２ １３ 

入所支援 １ １ ０ ０ ０ ０ ２ 

利用 

終了 

自立訓練 ２ ３ １ ３ ０ １ １０ 

入所支援 ０ １ ０ ０ ０ １ ２ 

月末現在数 ２９ ２８ ３０ ２９ ３０ ３１ ２９．５ 

 入所支援 ９ ９ ９ ９ ９ ８ ８．８ 

短期入所延人数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 実利用者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

    
 
 ウ 自立訓練終了者の状況（令和６年度、７年度分）   ※令和７年度は９月末現在 

年

度 

訓練

種別 
復職 

新規 

就労 

就労移 

行支援 

施設 

就労 

継続 

施設等 

生活 

介護 

事業所 

その他 

施設 

介護 

保険 

ｻｰﾋﾞｽ 

学校 その他 合計 

令

和

６

年

度 

機能

訓練 
２ ０ ０ ３ ０ ０ ３ １ ２ １１ 

生活

訓練 
４ ０ ０ ７ ０ ０ １ ０ ２ １４ 

合計 ６ ０ ０ １０ ０ ０ ４ １ ４ ２５ 

令

和

７

年

度 

機能

訓練 
２ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ４ 

生活

訓練 
２ １ ０ ２ ０ ０ １ ０ ０ ６ 

合計 ４ １ ０ ２ ０ ２ １ ０ ０ １０ 

  ※ 複数該当する場合はそれぞれに計上 
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応
方

法
に

つ
い

て
1
7

ベ
ッ

ド
上

の
ポ

ジ
シ

ョ
ニ

ン
グ

と
姿

勢
ケ

ア
の

基
本

2
2

生
活

に
役

立
つ

ポ
ジ

シ
ョ

ニ
ン

グ
と

姿
勢

ケ
ア

の
基

本
2
1

車
椅

子
の

シ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
基

本
と

応
用

に
つ

い
て

-

強
度

行
動

障
害

の
背

景
の

理
解

と
支

援
の

実
際

6
8

愛
着

の
問

題
を

抱
え

る
子

の
支

援
1
5
9

発
達

障
害

の
子

を
持

つ
親

を
支

え
る

た
め

に
大

切
な

こ
と

1
1
7

発
達

障
害

と
家

族
支

援
7
6

S
S
W

の
視

点
か

ら
考

え
る

発
達

障
害

の
子

を
持

つ
家

族
の

支
援

-

D
C

D
に

対
す

る
理

解
と

支
援

5
0

発
達

障
害

の
子

ど
も

の
脳

と
身

体
を

育
む

遊
び

8
6

発
達

障
害

の
子

ど
も

の
感

覚
と

運
動

の
問

題
に

つ
い

て
の

理
解

1
1
4

脳
障

害
（
高

次
脳

機
能

障
害

・
発

達
障

害
・
認

知
症

）
を

理
解

す
る

っ
!!

1
2
4

脳
障

害
（
高

次
脳

機
能

障
害

・
発

達
障

害
・
認

知
症

）
を

理
解

す
る

っ
!!

8
2

高
次

脳
機

能
障

害
の

あ
る

方
へ

の
自

動
車

運
転

再
開

支
援

-

合
計

（
２

２
講

座
）

1
5
2
7

合
計

（
２

５
講

座
）

1
5
8
6

合
計

（
２

４
講

座
）

8
4
1

注
1
）
令
和
５

年
度
の
研
修
会
場
は
、
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
推

進
セ

ン
タ

ー
研

修
室

、
又

は
、

ラ
ボ

ー
ル

京
都

。
令

和
６

年
度

以
降

は
、

Ｃ
Ｏ

Ｃ
Ｏ
・

て
ら

す
研

修
室

。

注
2
）
オ
ン
ラ

イ
ン
（
Z
o
o
m
）
研
修
も
開
催
。
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

シ
ョ

ン
が

多
い

も
の

や
体

験
で

き
る

内
容

は
、

会
場

の
み

で
開

催
。

注
3
）
定
員
数

の
み
記
載
し
て
い
る
内
容
は
、
令
和

７
年
１
０

月
以

降
に

開
催

予
定

令
和

５
年

度
令

和
６

年
度

令
和

７
年

度



地
域

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
推

進
研

修
実

施
状

況

　
【
実

　
習

】
（
令

和
７

年
９

月
３

０
日

現
在

）

　
内

容
参

加
者

　
内

容
参

加
者

　
内

容
参

加
者

5
4

6
0

1
8

現
場

で
役

立
つ

！
介

助
法

～
移

乗
編

～
1
5

令
和

５
年

度

1
6

現
場

に
活

か
す

！
機

能
維

持
体

操
～

座
位

で
で

き
る

集
団

体
操

編
～

現
場

で
役

立
つ

！
介

助
法

～
ベ

ッ
ド

上
移

動
・
起

き
上

が
り

編
～

7

令
和

６
年

度

現
場

で
役

立
つ

！
介

助
法

～
移

乗
編

～
3
1

現
場

で
役

立
つ

！
介

助
法

～
移

乗
編

～
8

令
和

７
年

度

現
場

に
活

か
す

！
機

能
維

持
体

操
～

座
位

で
で

き
る

集
団

体
操

編
～

7

現
場

で
役

立
つ

！
介

助
法

～
ベ

ッ
ド

上
移

動
・
起

き
上

が
り

編
～

1
2

現
場

に
活

か
す

！
～

介
助

用
リ

フ
ト

の
正

し
い

使
い

方
～

4

1
6

現
場

に
活

か
す

！
機

能
維

持
体

操
～

臥
位

で
で

き
る

個
別

運
動

編
～

現
場

に
活

か
す

！
機

能
維

持
体

操
～

臥
位

で
で

き
る

個
別

運
動

編
～

6

現
場

で
役

立
つ

！
介

助
法

～
ベ

ッ
ド

上
移

動
・
起

き
上

が
り

編
～

3

現
場

に
活

か
す

！
機

能
維

持
体

操
～

座
位

で
で

き
る

集
団

体
操

編
～

3

現
場

に
活

か
す

！
機

能
維

持
体

操
～

臥
位

で
で

き
る

個
別

運
動

編
～

1

現
場

に
活

か
す

！
～

介
助

用
リ

フ
ト

の
正

し
い

使
い

方
～

3

注
１

）
地

域
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

推
進

セ
ン

タ
ー

研
修

室
で

開
催

日
を

決
め

て
実

施
す

る
「
会

場
型

」
と

、
事

業
所

か
ら

の
依

頼
に

応
じ

て
御

希
望

の
会

場
に

当
セ

ン
タ

ー
専

門
職

員
が

　
出

向
き

通
年

開
催

す
る

「
出

講
型

」
で

実
施

注
2
）
令

和
７

年
度

は
、

令
和

８
年

１
月

以
降

に
同

様
の

講
座

を
実

施
予

定
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6)

              

    

7 9 7 6 2 9 25

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=9677
10 11 7 9 1 11 18

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=9678
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=9680
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=9679
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令和７年度地域リハビリテーション推進会議における調査票 
 

〇 地域参加、職場参加における取組、事例、課題がございましたら御教示ください。（特に高次脳機

能障害等障害のある方に関する内容など） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１  

個人情報に関する内容

が含まれているため、

非公開とさせていただ

きます。 


